
は
じ
め
に

一
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
制
定
に
い
た
る
ま
で

1-、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
制
定

三
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
改

lE

四
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
か
ら
仰
害
者
雇
用
促
進
法
へ

む
す
び
に
か
え
て

山

わ
が
国
に
お
け
る
障
害
者
一
雇
用
促
進
法
の
歴
史

田

三
七

耕

造
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もヽ が
、
も
っ
ぱ
ら
障
害
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
の
故
に
、

一
九
七
五
年
の
第
三

0
同
国
連
総
会
に
よ
る
「
障
害
者

ョ
ン
、

な
ら
び
に
障
士
口
者
の
社
会
生
泊
と
社
会
の
発
展
へ
の

進
す
る
た
め
に
、

「
障
主
口
者
に
関
す
る
間
昇
行
動
計
両
」
を
採
択
し
、
同
社
画
が
勧
告
し
て
い
る
行
動
に
具
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
全

tlt

界
に
呼
び
か
け
た
。
そ
し
て
、
こ
の
計
両
実
現
の
機
会
と
し
て
活
用
す
る
た
め
、

と
こ
ろ
で
、

ぜ
な
ら
、

一
九
八
二
年
―
二
月
三
日
、
障
古
の

f
防、

「
完
全
参
加
と
平
等
」
と
い
う
日
標
の
実
現
に
向
け
て
効
果
的
な
方
策
を
推

丁
几
八
三
年
か
ら
一
九
九
二
年
の
一

0
年
間
を
「
国
連
・

こ
の
行
動
計
画
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る
障
士
r
者
の
社
会
生
活
と
社
会
の
発
展
へ
の

た
め
に
は
、
障
害
者
の
労
働
の
権
利
保
間
を
実
現
す
る
こ
と
が
不
nJ
欠
の
要
素
の
一
っ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
な

一
般
に
、
人
は
労
働
を
通
じ
て
は
じ
め
て
、
自
ら
と
そ
の
家
族
の
生
計
費
を
確
保
で
き
、

る
と
と
も
に
、

そ
の
肉
体
的
・
精
神
的
能
力
の
発
達
な
ら
び
に
社
会
と
の
共
同
・
連
帯
関
係
の
削
出
も
nJ能
に
な
る
と
い
え
る
の
で
あ
る

を
保
障
す
る
こ
と
は
、

の
権
利
宣
言
」
が
、
第
七
項
に
お
い
て
、
障
者
者
は
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

そ
の
経
済
的
自
立
が
実
現
nJ能
に
な

こ
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
労
働
の
場
か
ら
疎
外
さ
れ
が
ち
な
障
専
者
に
こ
の
権
利

と
り
わ
け
屯
要
な
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

「
そ
の
能
力
に
従
い
、
雇
用
を
確
保
・
維
持
し
、
ま
た
は
有
益
で
生
産
的
か
つ
報
酬

を
受
け
る
職
業
に
従
事
し
、
労
働
組
合
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
。
」
と
規
定
し
、
そ
の
労
働
の
権
利
の
保
障
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の

こ
う
し
た
考
え
の

L
に
た
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
障
害
者
の
労
働
の
権
利
保
障
を
間
題
に
す
る
場
合
、
今
日
の
経
済
社
会
に
お
い
て
は
雇
用
労
働
が
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め

「
完
全
参
加
と
平
等
」
を
実
現
す
る

障
害
者
の
一

0
年
」
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
が
、

そ
の
最
終
年
も
い
よ
い
よ
間
近
に
迫
っ
て
き
て
い
る
。

一
九
八
一
年
の
国
際
筒
専
者
年
を
受
け
て
、

は

じ

め

に

第
三
七
回
国
連
総
会
は
、

三
八
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わが国における障1t;-者雇用促進法の歴史（山田）

が
で
き
よ
う
。
以
下
、
こ
の
時
期
区
分
に
し
た
が
っ
て
、

そ
の
歴
史
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三
九

の
四
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と

「
-
0年
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

害
者
の
雇
用
保
障
実
現
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
積
極
的
な
取
り
組
み
が
必
要
と
さ
れ
る
時
期
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
た
め
に
は
、

ま
ず
、
こ
の
間
題
に
関
す
る
従
来
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
総
括
を
行
い
、

わ
が
国
に
お
け
る
障

そ
の
問
題
点
を
検
討
す
る
と
と
も
に
今
後

の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
そ
の
た
め
の
当
面
の
作
業
の
一
っ
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
障
害
者
の

雇
用
保
障
関
係
法
の
な
か
で
中
核
的
位
骰
を
占
め
る
即
害
者
雇
用
促
進
法
の
歴
史
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
展
開
過
程
を
み
る
と
、
大
き
く
は
、
①
一
九
六

0
年
の
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
制
定
に
い
た

る
ま
で
、
②
同
法
制
定
か
ら
一
九
七
六
年
の
法
改
正
に
い
た
る
ま
で
、
③
一
九
七
六
年
の
法
改
正
か
ら
一
九
八
七
年
の
法
改
正
に
い
た
る

ま
で
、
④
一
九
八
七
年
の
法
改
正
（
題
名
を
障
害
者
の
屈
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
に
改
正
）
以
降
、

向
け
て
の
出
発
点
と
し
て
の

の
「
完
全
参
加
と
平
等
L

の
実
現
と
い
う
課
題
は
、

こ
れ
を
も
っ
て
終
わ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

か
か
る
目
標
の
実
現
に

先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

が
実
情
で
あ
る
。

し
か
し
、

題
に
つ
き
、

わ
が
国
で
は
、

て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

「
国
連
・
障
害
者
の
一

0
年」

ま
ず
雇
用
保
障
、

と
り
わ
け
、

一
般
雇
用
保
障
の
問
題
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問

一
九
六

0
年
か
ら
八
七
年
ま
で
は
「
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
、

八
八
年
以
降
は
「
障
害
者
の
雇
用
の
促
進

等
に
関
す
る
法
律
」
（
以
ド
、
障
専
者
雇
用
促
進
法
と
い
う
）
を
中
心
に
種
々
の
施
策
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
法
に
よ
っ
て
障
宵
者
の
雇
用
保
障
に
大
き
な
進
展
が
み
ら
れ
た
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
と
い
う
の

の
最
終
年
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
が
、
障
害
者
の
社
会
生
活
と
社
会
の
発
展
へ
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(2) 
い
え
よ
う
。

ヽ
ー
，

ー,1
,
 

傷
病
者
を
中
心
と
す
る
障
害
者
の
生
活
は
と
り
わ
け
困
窮
を
き
わ
め
、

一
般
国
民
と
り
わ
け
雇
用
主
に
対
す

一
九
四
八
年
の
ヘ
レ
ン
・

）
よ
、

-

ク

|

一
九
四
七
年
―
二
月
に
「
身

第
二
次
世
界
大
戦
虹
後
の
わ
が
国
で
は
、
敗
戦
に
よ
る
社
会
的
混
乱
と
国
民
の
全
般
的
窮
乏
化
が
進
む
な
か
で
、
傷
洟
軍
人
、
戦

し
く
貫
か
れ
て
い
た
た
め
に
、

'' 
ヽ

そ
の
援
護
対
策
、

身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
制
定
に
い
た
る
ま
で

わ
け
て
も
職
業
援
護
対
策
を
行
う
こ
と
は
緊
急

の
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
政
府
は
こ
の
時
期
、
次
の
よ
う
な
職
業
援
護
対
策
を
講
じ
た
。

体
障
害
者
職
業
安
定
要
綱
」
を
定
め
、
同
年
一

0
月
に
制
定
さ
れ
て
い
た
職
業
安
定
法
に
基
づ
き
、
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
指

導
・
職
業
紹
介
、
公
共
職
業
補
導
所
・
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
に
お
け
る
職
業
補
導
（
職
業
訓
練
）
等
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、

い
ま
―
つ
は
、

こ
れ
ら
の
措
僅
は
、
建
前
と
し
て
は
全
て
の
障
害
者
に
対
し
窓
口
が
開
か
れ
て
い
た
も
の
の
、
実
際
の
運
用
面
に
お
い
て
選
別
主
義
が
厳

そ
の
主
な
対
象
者
は
軽
度
の
身
体
障
害
者
に
限
ら
れ
て
い
た
。

ケ
ラ
ー
女
史
の
来
日
を
機
会
に
実
施
さ
れ
た
「
身
体
障
害
者
職
業
更
正
週
間
」
を
は
じ
め
と
す
る
、

る
身
体
障
害
者
雇
用
の
広
報
宣
伝
、
啓
蒙
活
動
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
措
憤
は
、
所
詮
応
急
的
な
措
間
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
敗
戦
直
後
の
障
害
者
に
対
す
る
雇
用
保
障
施
策
に
つ
い
て
は
、
政
策
的
に
み
る
べ
き
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と

障
害
者
の
雇
用
促
進
施
策
が
、
多
少
と
も
独
自
の
制
度
的
裏
付
け
を
も
っ
て
行
わ
れ
始
め
た
と
い
え
る
の
は
、
．
一
九
五
二
年
以
降

の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
同
年
四
月
に
、
閣
議
決
定
に
珪
づ
き
、
政
府
が
身
体
障
害
者
の
雇
用
促
進
対
策
を
推
進
す
る
に
門
た

っ
て
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
の
機
関
と
し
て
、
「
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
中
央
協
議
会
」
が
労
働
省
に
設
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
翌

五
月
、
労
働
省
は
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
促
進
を
強
化
す
る
た
め
、
同
協
議
会
の
審
議
を
経
て
、
「
身
体
障
害
者
職
業
更
正
援
護
対
策
要
綱
」

四
〇

11 :~-4-494(香法'92)



わが国における障害者雇用促進法の歴史（山田）

を
策
定
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
「
現
在
の
社
会
経
済
状
況
下
に
お
い
て
、
傷
洟
軍
人
を
含
む
身
体
障
害
者
の
援
護
対
策
の
一
環
と
し
て
、
職

業
に
よ
る
更
正
を
図
る
こ
と
は
極
め
て
肝
要
で
あ
る
の
で
、
関
係
諸
機
関
の
緊
密
な
る
連
携
の
も
と
に
国
民
世
論
、
特
に
使
用
者
側
の
協

力
を
得
て
、
こ
れ
が
雇
用
を
強
力
に
推
進
す
る
」
と
の
方
針
の
下
に
、
①
職
業
斡
旋
確
保
（
登
録
、
求
人
開
拓
、
紹
介
業
務
）
‘
②
職
業
補

導
訓
錬
の
強
化
、
③
雇
用
の
勧
奨
、
④
雇
用
促
進
協
議
会
の
設
置
、
⑤
研
究
調
杏
の
促
進
、
に
関
わ
る
各
措
骰
を
講
ず
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
す
で
に
職
業

9
定
法
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
た
施
策
に
、
雇
用
促
進
協
議
会
の
設
置
お
よ
び
研
究
調
介
の

促
進
の
措
償
が
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
従
来
の
施
策
内
容
を
大
き
く
変
え
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
六
月

に
は
、
各
省
庁
次
官
会
議
に
お
い
て
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
に
つ
い
て
は
、

と
が
当
然
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
「
官
庁
公
共
企
業
体
地
方
公
共
団
体
等
に
お
け
る
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
に
関
す
る
件
」
が
申
し
合
わ

せ
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
特
に
職
業
安
定
機
関
は
雇
用
促
進
の
実
施
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
職
員
定
員
の
三
％
を
目
標

に
身
体
障
害
者
を
採
用
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。

に
よ
る
欠
員
の
補
充
に
つ
い
て
は
認
め
る
旨
の
閣
議
決
定
が
な
さ
れ
た
。

ま
ず
政
府
自
ら
が
民
間
の
雇
用
主
に
率
先
し
て
取
り
組
む
こ

翌
一
九
五
三
年
二
月
に
は
、
身
体
障
害
者
の
職
業
更
正
援
護
対
策
の
趣
旨
を
よ
り
徹
底
さ
せ
る
た
め
、
当
時
各
省
庁
に
あ
っ
て
は
行
政

制
度
改
革
に
伴
う
欠
員
不
補
充
の
措
漑
が
採
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
登
録
中
の
身
体
即
宵
者
の
採
用

用
促
進
中
央
協
議
会
の
「
身
体
障
害
者
の
職
業
更
正
に
関
す
る
意
見
」
に
し
た
が
い
、
分
業
化
の
比
較
的
進
ん
で
い
る
五

0
人
以
上
の
従

業
員
を
雇
用
す
る
雇
用
主
を
中
心
に
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
勧
奨
を
行
う
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
一
連
の
施
策
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
法
的
根
拠
を
も
っ
こ
と
な
く
、

四

ま
た
、
傷
洟
軍
人
、
戦
争
傷
病
者
対
策
と
し
て
の
側
面
を

強
く
も
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
身
体
障
専
者
の
雇
用
促
進
に
関
し
、

よ
う
や
く
独
自
の
施
策
が
採
ら
れ

始
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
当
時
の
身
体
障
害
者
を
め
ぐ
る
厳
し
い
雇
用
状
況
が
あ
っ
た
こ
と

一
方
、
民
間
企
業
に
対
し
て
は
、
前
年
五
月
の
身
体
障
害
者
雇
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の
部
会
結
成
の
時
か
ら
、
強
制
屁
川
の
検
討
を
も
含
め
た
屈
用
促
進
施
策
の
推
進
を
要
求
し
て
い
た
が
、

法
の
法
制
化
を
要
求
す
る
決
議
を
出
す
に
い
た
っ
た
。
翌
一
九
五
六
年
に
は
、
全
国
身
体
障
害
者
福
祉
関
係
者
会
議
に
お
い
て
も
、
同
様

の
決
議
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
五
八
年
に
は
、
屯
度
身
体
間
専
者
の
団
体
で
あ
る
身
体
仰
古
者
友
愛
会
も
、
全
国
集
会
に
お
い
て
、

障
害
年
金
の
実
現
と
併
せ
て
強
制
雇
用
法
の
制
定
を
求
め
る
決
議
を
行
っ
た
。

ま
た
、
国
際
的
に
は
、
一
九
五
五
年
秋
に
開
催
さ
れ
た
第
ニ
パ
八
l
n
J
I
L
O
総
会
が
、
「
障
害
者
の
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る

勧
告
」
（
第
九
九
号
勧
告
）
を
採
択
し
た
。
そ
れ
は
、
雇
用
を
媒
介
に
障
害
者
の
社
会
参
加
を
積
極
的
に
進
め
る
と
い
う
意
図
に
基
づ
き
、

職
業
指
導
、
職
業
訓
練
、
職
業
紹
介
、
屈
用
機
会
の
増
大
、
保
詭
雇
用
等
、
障
害
者
の
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
原
則
お
よ

び
そ
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
勧
告
は
、

使
用
者
は
、
非
障
害
労
働
者
の
解
雇
を
避
け
る
よ
う
な
方
法
で
、

声
が
高
ま
っ
て
き
た
の
は
、

刈
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
な
か
で
、
雇
用
の
促
進
に
関
し
各
国
が
採
る
べ
き
措
置
と
し
て
、
①

一
定
率
の
障
害
者
を
雇
川
す
る
こ
と
、
②
障
害
者
の
た
め
に
一
定
の
職

す
な
わ
ち
、

一
九
五
五
年
に
は
、

割
当
雇
川

全
川
社
会
術
祉
協
議
会
連
合
会
身
体
即
屯
口
者
部
会
は
、

一
九
五
二
年

(3) こ、t
 

つ

と
い
え
よ
う
。

い
ま
―
つ
の
屯
要
な
要
因
は
、
独
自
の
法
的
制

一
九
五

0
年
の
朝
鮮
戦
争
に
伴
う
特
需
を
き
っ
か
け
に
復
活
し
た
独
占
資
本
の
、

の
高
蓄
積
を
底
辺
に
お
い
て
支
え
る
べ
き
不
安
定
就
業
屑
形
成
の
た
め
の
一
環
と
し
て
、
比
較
的
剰
余
価
値
の
廂
出
力
の
高
い
軽
度
身
体

箇
害
者
を
積
極
的
に
利
川
す
る
と
い
う
政
策
的
息
図
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

雇
用
施
策
の
一
定
の
前
進
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
障
専
者
の
一
屈
用
状
況
は
依
然
と
し
て
低
迷
し
て
い
た
。

時
の
わ
が
国
経
済
が
朝
鮮
戦
争
終
結
に
伴
う
不
況
に
直
面
し
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、

L
 

,
1
 

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、

そ
こ
に
は
、

そ
れ
は
、

度
の
裏
付
け
を
も
つ
こ
と
な
く
、
単
な
る
行
政

L
の
措
買
に
よ
っ
て
障
古
者
の
雇
用
促
進
を
図
っ
て
い
こ
う
と
す
る
政
策
そ
の
も
の
に
あ

そ
れ
ゆ
え
、
仰
古
者
関
係
団
体
の
間
か
ら
、
割
酋
屈
用
制
度
の
創
設
を
中
心
内
容
と
す
る
身
体
障
中
ぃ
者
雇
用
法
の
制
定
を
求
め
る

四

―
つ
に
は
、
当

そ
の
後

こ
う
し
た
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求
で
あ
っ
た
国
民
年
金
法
案
が
国
会
に
じ
程
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

力
を
ほ
と
ん
ど
喪
失
し
た
齢
専
者
に
限
ら
れ
て
い
た
。

が
、
そ
の
必
要
性
が
具
体
的
に
意
識
さ
れ
る
の
は
、

(4) 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
政
府
は
、
障
害
者
の
雇
用
施
策
に
関
す
る
何
ら
か
の
立
法
措
附
を
講
ず
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

）
こ
。

マ

t
業
を
留
保
し
て
お
く
こ
と
、
③
重
度
の
障
害
者
が
そ
れ
に
適
し
た
一
定
の
職
業
に
一
雇
用
さ
れ
る
機
会
を
与
え
ら
れ
、

設
立
を
奨
励
し
、

か

っヽ

そ
の
連
営
を
容
易
に
す
る
こ
と
、

用
さ
れ
る
よ
う
な
措
置
を
と
る
こ
と
、
④
障
害
者
に
よ
っ
て
又
は
障
害
者
の
名
に
お
い
て
経
営
さ
れ
る
協
同
組
合
そ
の
他
類
似
の
企
業
の

を
明
確
に
ポ
し
た
。
そ
の
後
、
多
く
の
先
進
工
業
諸
国
で
は
、
こ
の
勧
告
を

受
け
て
、
最
低
賃
金
制
度
や
社
会
保
間
制
度
の
確
立
を
前
提
と
し
た
障
宵
者
雇
用
保
障
関
係
立
法
の
制
定
な
い
し
改
正
が
な
さ
れ
て
い
っ

こ
の
よ
う
に
、
即
害
者
の
屈
用
施
策
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
新
た
な
動
向
が
み
ら
れ
る
な
か
で
、

の
留
保
、
身
体
間
害
者
公
共
職
業
補
導
所
の
充
実
・
強
化
、
作
業
訓
練
委
託
制
度
の
実
施
、

四 又
は
そ
の
職
業
に
雇

中
央
協
議
会
は
、
「
身
体
障
害
者
の
職
業
更
正
に
関
す
る
意
見
」
を
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
。
同
意
見
内
は
、
身
体
障
害
者
に
対
す
る
職
種

モ
デ
ル
工
場
の
設
置
等
の
具
体
的
提
案
を
行

う
と
と
も
に
、
そ
の
但
し
内
に
お
い
て
、
「
な
お
、
右
の
施
策
の
ほ
か
身
体
障
害
者
の
雇
用
割
判
を
中
心
と
す
る
身
体
障
害
者
雇
用
法
制
定

の
可
否
に
つ
い
て
間
題
が
あ
る
が
、
本
問
題
に
つ
い
て
は
、
雇
用
及
び
産
業
情
勢
、
社
会
保
障
及
び
教
育
制
度
等
の
観
点
よ
り
、
慎
軍
に

考
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
の
で
、
今
後
な
お
引
き
続
き
検
討
を
加
え
ら
れ
た
い
」
と
の
見
解
を
示
し
た
。
そ
れ
は
、
身
体
障

古
者
雇
用
法
の
制
定
を
時
期
尚
ロ
ト
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
述
の
国
内
・
国
際
的
動
向
と
は
大
き
な
ズ
レ
が
み
ら
れ
た
が
、
少
な
く
と
も
、

公
的
機
関
で
あ
る
同
協
議
会
が
、
初
め
て
そ
の
検
討
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ

た
こ
と
は
、
固
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
九
五
八
年
に
人
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
年
、
関
係
者
の
水
年
の
要

そ
こ
で
は
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
法
上
の
障
害
年
金
給
付
対
象
者
は
労
働
能

そ
れ
よ
り
も
軽
度
の
障
古
者
に
対
し
て
は
、
年
金
は
給
付
さ
れ
な
い

一
九
五
六
年
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
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建
前
に
な
っ
て
お
り
、
自
ら
の
労
働
能
力
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
的
自
立
を
図
る
こ
と
が
「
期
待
」
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、

:
6
)
 

一
ー

の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
障
害
者
を
対
象
に
し
た
雇
用
促
進
の
た
め
の
法
を
早
急
に
制
定
す
る
こ
と
が
、
制
度

t
不
可
欠
の
事
柄
と
な
っ
た

や
く
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
案
要
綱
を
と
り
ま
と
め
た
。
こ
の
要
綱
は
、
職
業
安
定
審
議
会
お
よ
び
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
中
央
協
議

会
の
承
認
、
了
承
を
得
た
後
、

と
こ
ろ
で
、

一
九
六

0
年
一
一
月
、

「
身
体
障
害
者
屈
用
促
進
法
案
」

と
し
て
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。

こ
の
法
案
検
討
の
過
程
で
特
に
取
り
じ
げ
ら
れ
た
主
な
間
題
点
は
、
①
身
体
障
害
者
の
範
圃
に
、
結
核
回
復
者
等
の
胸
腹

部
臓
器
の
機
能
障
害
者
お
よ
び
精
神
ま
た
は
神
経
系
統
の
障
害
者
を
含
め
る
こ
と
の
可
否
、
②
大
企
業
に
つ
い
て
強
制
府
用
と
す
る
こ
と

の
nI否
、
③
弥
制
雇
用
と
し
な
い
と
し
た
場
合
の
実
効
確
保
の
手
段
、
の

3
点
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
検
討
の
結
果
、
①
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
身
体
障
害
者
屈
用
促
進
法
が
単
に
一
方
的
に
福
祉
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
他
方
に
お
い
て
事
業
ヽ
下
に
義
務
を
課
す
も
の
で

あ
る
た
め
、
全
国
的
画
一
的
な
判
定
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
必
須
の
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

基
本
的
要
件
が
整
っ
て
い
な
い
と
の
理
由
か
ら
、

と
り
あ
え
ず
法
の
対
象
か
ら
は
ず
す
こ
と
と
さ
れ
た
。

て
は
、
雇
用
関
係
が
人
間
関
係
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

を
図
る
ゆ
え
ん
で
は
な
い
こ
と
、

こ
う
し
た
事
情
を
背
景
に
し
て
、
労
働
省
は
、

そ
れ
ら
の
障
害
者
に
つ
い
て
は
、

ま
だ

ま
た
、
②
、
③
の
問
題
に
つ
い

い
た
ず
ら
に
雇
用
を
強
制
す
る
こ
と
が
真
に
身
体
障
害
者
の
福
祉

ま
た
、
雇
用
、
E
の
理
解
と
協
力
の
う
え
に
立
っ
た
雇
用
で
あ
っ
て
初
め
て
、
身
体
障
害
者
の
定
着
と
雇

用
促
進
の
真
の
実
効
が
担
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
あ
く
ま
で
努
力
義
務
を
課
す
に
と
ど
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

了
几
五
八
年
の
春
か
ら
そ
の
検
討
に
着
手
し
た
が
、

一
九
五
九
年
末
に
い
た
っ
て
よ
う

四
四
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ず
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

同
法
案
の
概
要
は
、

ヽ

こ
よ
り

9

_

 

と

そ
の
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
に
、
①
求
人
者
に
対
す
る
指
尊
、
助
言
、
身
体
障
害
者
に
対
す
る
必
要
な
指
導
等
、
公
共
職

業
安
定
所
の
業
務
を
さ
ら
に
充
実
す
る
こ
と
、
②
都
道
府
県
は
、
事
業
主
に
委
託
し
て
作
業
環
境
に
適
応
さ
せ
る
た
め
の
適
応
訓
練
を
実

施
し
、
こ
れ
に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
国
が
補
助
す
る
こ
と
、
③
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
身
体
障
害
者
雇
用
率
（
現
業
的
機

関
一
・
四
％
、
非
現
業
的
機
関
一
・
五
％
）
を
定
め
、
任
命
権
者
は
こ
の
率
以
上
で
あ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
採
用
計
画
を
作
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
民
間
の
一
般
事
業
主
に
対
し
て
も
雇
用
率
（
純
粋
の
民
間
事
業
所
[
現
場
的
事
業
所
一
.
ご
汽
事
務
的
事
業
所

一
・
三
％
〕
、
特
珠
法
人
の
事
業
所
[
現
場
的
事
業
所
―
•
―
応
呵
事
務
的
事
業
所
一
●
五
%
ご
を
定
め
ヽ
雇
用
主
は
こ
の
率
以
上
で
あ

る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
雇
入
れ
計
画
の
作
成
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
④
通
常
の
職
業
に
就
く
こ
と
が
特
に
困
難
で
あ
る
重
度
即
害
者
に
対
し
て
は
、

職
種
を
定
め
、
別
に
屯
度
障
害
者
雇
用
率
を
定
め
る
こ
と
、
⑤
労
働
省
に
身
体
障
害
者
雇
用
審
議
会
を
設
閥
す
る
こ
と
等
、

こ
の
法
案
を
受
け
て
、
衆
参
両
院
の
各
関
係
委
員
会
で
審
議
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
過
程
で
主
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
①
強
制
雇
用

に
す
る
こ
と
の
是
非
、
②
雇
用
率
の
妥
当
性
、
③
最
低
賃
金
保
障
、
④
同
法
の
対
象
と
な
る
障
害
者
の
範
囲
、
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
問
題
に
関
し
、
野
党
側
は
、
雇
用
義
務
を
明
確
に
す
べ
き
こ
と
、
雇
用
率
を
高
め
る
こ
と
、
精
神
薄
弱
者
も
同
法
の
対
象
者
と
す

べ
き
こ
と
等
、
を
強
く
要
求
し
た
。
ま
た
、
参
考
人
と
し
て
意
見
を
述
べ
た
障
害
者
関
係
団
体
の
代
表
者
等
は
、
雇
用
と
い
う
新
し
い
分

(1) 

二、

身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
制
定

四
五

以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
身
体
障
害
者
が
適
昔
な
職
業
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
促
進
す
る
こ

そ
の
能
力
に
適
合
す
る
特
定
の

の
措
置
を
講
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害
者
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
な
い
、

④
屈
用
関
係
に
人
っ
た
後
の
屈
川
の
安
定
間
題
に
つ
い
て
、

な
ん
ら
考
慮
が
は
ら
わ
れ
て
い
な
い
、

い
わ
ゆ
る
内
部
障
古
者
が
身
体
閻

野
で
の
施
策
の
立
法
化
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
期
待
を
表
明
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
は
上
記
の
よ
う
な
重
要
な
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
審
議
を
へ
て
、
詞
法
案
は
一
九
六

0
年
七
月
一
五
日
可
決
・
成
立
し
、
同
月
一
一
五
日
、
「
身
体
障
害
者
雇
川
促

進
法
」

と
し
て
公
布
・
施
行
さ
れ
た
。
な
お
、

と
、
②
雇
用
率
達
成
は
、
三
年
以
内
の
計
画
で
完
成
す
る
こ
と
、
③
屯
度
障
寅
者
の
職
業
確
保
に
努
め
る
こ
と
、
④
政
府
は
、
事
業
所
が

作
業
設
備
を
改
善
す
る
等
の
た
め
に
必
要
な
助
成
措
置
を
講
ず
る
こ
と
、
⑤
内
部
障
古
者
、
精
神
薄
弱
者
、
原
爆
被
爆
者
等
に
対
す
る
就

の
附
両
軍
決
議
が
付
さ
れ
て
い
た
。

職
促
進
の
た
め
の
施
策
を
樹
立
実
施
す
る
こ
と
等
、

②
以
じ
の
よ
う
な
経
過
で
制
定
さ
れ
た
身
体
即
士
口
者
屈
川
促
進
法
は
、

ま
と
め
た
わ
が
国
最
初
の
法
と
し
て
、
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

い
て
端
的
に
現
れ
て
い
た
よ
う
に
、
事
業
主
側
の
意
向
を
十
二
分
に
配
慮
し
つ
つ
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
屯
要
な
間
題
点
を
か
か
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
①
設
定
さ
れ
た
雇
用
率
そ
の
も
の
が
著
し
く
低
い
う
え
に
、

そ
の
雇
用
率
を
達
成
す
る
毅
務
が
単
な
る
努
力
義
務
I
I
モ
ラ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
、
②
民
間
企
業
に
対
す
る
雇
用
率
の
適
川
単
位
が
市

業
所
単
位
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
大
企
業
で
あ
っ
て
も
比
較
的
小
規
模
の
事
業
所
を
多
数
有
す
る
形
態
の
企
業
で
あ
る
場
合
に
は
、

従
業
員
総
数
に
比
べ
て
ご
く
わ
ず
か
の
雇
川
義
務
し
か
か
か
ら
な
い
、
③
法
に
韮
づ
く
施
策
の
対
象
と
な
る
障
害
者
は
、

に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

策
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
は
、
①
雇
用
率
は
逐
年
拡
大
改
善
を
は
か
り
、
可
及
的
す
み
や
か
に
法
定
す
る
こ

ま
が
り
な
り
に
も
障
害
者
の
雇
用
施
策
に
つ
い
て
体
系
的
に

し
か
し
、
同
法
は
、
法
案
の
検
討
過
程
に
お

「
身
体
」
筒
古
者
に
限
ら
れ
て
お
り
、
精
神
薄
弱
者
を
は
じ
め
と
す
る
そ
れ
以
外
の
障
害
者
は
、
そ
も
そ
も
施

ま
た
、
法
の
対
象
者
で
あ
る
，
身
体
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
身
体
節
害
者
糾
祉
法
の
対
象
と
す
る
身
体
節
内

者
の
範
囲
よ
り
も
広
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
屯
度
の
身
体
障
苫
者
は
そ
の
恩
恵
に
浴
せ
な
い
。

四
六

そ
の
内
容
而

そ
の

そ
の
題
名
自
体

⑤
最
低
賃
金
制
度
の
適
川
除
外
を
定
め
た
最
低
賃
金
法
第
八
条
一
号
の
規
定
と
の
関
わ
り
か
ら
、
最
低
賃
金
の
保
障
が
欠
け
て
い
る
、
⑥
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大
き
な
要
因
と
し
て
、

し
よ
、

そ
オ
ー

一
九
六

0
年
以
降
の
経
済
の

障
害
者
雇
用
審
議
会
の
答
申
に
基
づ
き
屈
川
率
が
お
お
む
ね

0
．
ニ
ポ
イ
ン
ト
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

・
七
％
、
純
粋
の
民
間
事
榮
所
は
一

四
七

し)

ま

つ
の

率
の
達
成
が
低
い
と
い
う
巾
実
を
ふ
ま
え
て
、

体
の
現
業
的
機
関
の
雇
用
率
は
一

•
六
％
、
同
非
現
業
的
機
関
は
一

そ
の
結
果
、
国
お
よ
び
地
方
公
共
団

％
と
な
っ
た
が
、
同
年
以
降
の
均
体
即
専
者
の
肘
用
状
況
を
純
粋
の
民
間
事
業
所
全
体
の
平
均
的
刷
用
率
の
推
移
で
み
る
と
、

こ
の
よ
う
に
、
身
体
障
害
者
の
刷
用
状
況
に
一
定
の
進
展
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
点
を
あ
げ
る
こ

―
つ
は
、
こ
の
間
に
、
事
業
、
じ
に
対
す
る
各
種
の
屈
用
助
成
措
附
、
身
体
障
害
者
に
対
す
る
就
職
援
護
措
置
、
職
業
紹

介
・
職
業
指
導
の
強
化
等
の
措
岡
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
は
、
身
体
障
中
r
者
福
祉
法
に
お
い
て
、
心
臓
、
腎
臓
ま
た
は
呼
吸

器
の
機
能
障
害
を
有
す
る
者
が
そ
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
、

定
対
象
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
、

一
九
七
四
年
四
月
か
ら
、

そ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
も
雇
用
率
の
算

そ
の
屈
川
の
促
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
三
つ
は
、
大
規
模
事
業
所
に
お
い
て
刷
用

用
率
を
達
成
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、

一
九
七
四
年
度
か
ら
、
常
用
労
働
者
を
：

:o 0
人
以
じ
雇
用
す
る
事
業
所
で
あ
っ
て
、
雇

そ
の
れ
業
所
名
等
を
公
表
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
翡
度
成
長
」
に
伴
っ
て
生
じ
た
佑
年
労
働
力
不
足
を
補
う
必
要
に
迫
ら

と
が
で
き
よ
う
。

年
の

・
一
四
％
か
ら
]
九
七
五
年
の

・
ニ
六
％
と
な
っ
て
い
る
。

一
九
六
八

・
三
％
、
特
珠
法
人
は

． 
-L. 

ノ‘

回
る
ま
で
に
な
っ
た
。

し
か
し
、

一
方
で
は
な
お
多
く
の
失
業
中
の
身
体
障
害
者
が
存
在
し
て
い
た
た
め
に
、

一
九
六
八
年
に
は
、

身
体

9

9

 3
 

9

ー

，

少
し
ず
つ
進
展
し
、

9

)
，
 

ク

1
]
、

で
み
る
と
、

：
九
六
＿
年
の

0
．
七
八
％
か
ら
]
九
六
七
年
に
は

ヽ

•
一
三
％
と
な
り

六
五
年
以
降
は
平
均
的
に
は
雇
用
率
を
若

T
t

身
体
障
害
者
を
屈
用
す
る
民
間
事
業
、
E
に
対
す
る
雇
用
助
成
措
附
等
が
欠
け
て
い
る
、
⑦
障
害
者
雇
用
に
関
す
る
職
業
安
定
所
の
役
割
は

で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
間
題
点
を
か
か
え
た
身
体
障
由
口
者
雇
川
促
進
法
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
の
雇
用
率
も
徐
々
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

明
ら
か
に
な
っ
た
が
、

そ
の
物
質
的
保
障
が
十
分
で
な
い
等
、

そ
の
施
行
以
降
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
状
況
は

こ
れ
を
、
例
え
ば
純
粋
の
民
間
事
業
所
全
体
の
平
均
的
雇
用
率
の
推
移
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九
七
四
ー
七
五
年
の
経
済
危
機
は
、

4
-
J
、
予
吝
ハ
）

。

-
1
ノ
爺
、
1

吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
、

と
い
う
点
も
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

れ
て
、

そ
れ
ま
で
は
正
規
の
労
働
力
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
身
体
障
害
者
が
、
中
小
零
細
企
業
を
中
心
に
積
極
的
に

と
こ
ろ
で
、

ト
記
の
よ
う
に
平
均
的
雇
用
牽
に
お
い
て
は
一
定
の
前
進
が
み
ら
れ
た
と
は
い
え
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
状
況
を
企
業
規

模
別
お
よ
び
産
業
別
に
み
る
と
、
そ
こ
に
は
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
そ
の

規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
実
雇
用
率
は
低
く
な
り
、
雇
用
率
未
達
成
の
割
合
が
高
く
な
る
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
、

い
て
み
る
と
、
各
産
業
間
に
お
い
て
雇
用
率
の
達
成
に
著
し
い
格
差
が
み
ら
れ
た
。

ま
た
、
産
業
別
に
つ

「
古
阿
度
成
長
」
に
伴
っ
て
、
交
通
災
専
や
労
働
災
専
の
多
発
、
公
害
病
や
新
た
な
職
業
病
の
発
生
、

4
 

学
の
進
歩
に
伴
う
傷
病
者
の
生
存
率
の
，
回
卜
等
の
現
象
が
生
じ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
障
害
者
の
数
が
年
を
追
っ
て
増
加
す
る
と
と
も
に
、

障
害
の
多
様
化
・
屯
度
化
現
象
が
進
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
た
め
、
即
害
者
の
雇
用
間
題
は
再
び
深
刻
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

了
几
七
三
年
の
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
に
生
じ
た
一

こ
れ
に
一
層
の
拍
車
を
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
不
況
対
策
と
し
て
、

の
場
に
就
い
て
い
た
障
害
者
が
解
刷
や
一
時
帰
休
の
形
で
仕
事
を
奪
わ
れ
た
り
、

さ
ら
に
は
医

そ
れ
ま
で
雇
用

ま
た
、
新
規
雇
用
の
差
し
控
え
の
結
果
、
障
害
児
学
校

や
障
害
児
学
級
の
卒
業
生
の
多
く
が
就
職
の
め
ど
が
た
た
な
い
ま
ま
に
在
宅
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
の
事
態
が
多
発
し
、
障
害
者
の
雇

用
の
機
会
は
ま
す
ま
す
厳
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
た
め
、
障
害
者
の
雇
用
機
会
の
確
保
と
身
分
の
安
定
を
求
め
る
運
動
が
氣

速
に
高
揚
し
、
政
府
は
、
身
体
障
害
者
屈
川
促
進
法
の
改
正
を
含
め
た
、
障
害
者
雇
用
施
策
の
抜
本
的
な
改
善
を
図
る
必
要
に
迫
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

四
八
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三
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
改
正

四
九

田
一
九
七
五
年
に
人
り
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
改
正
に
つ
い
て
本
格
的
な
検
討
作
業
に
着
手
し
た
労
働
省
は
、
事
業
主
の
身

体
障
害
者
雇
用
義
務
の
強
化
と
そ
れ
を
経
済
的
側
面
か
ら
裏
打
ち
す
る
納
付
金
制
度
の
創
設
の
一
一
点
を
、
法
改
正
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的

方
向
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
こ
の
う
ち
、
雇
用
義
務
強
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
憲
法
二
二
条
が
保
障
す
る
職
業
選
択
の
自
由
、

さ
ら
に

そ
れ
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
営
業
の
自
由
と
の
関
係
か
ら
し
て
、
刑
罰
を
も
っ
て
強
制
す
る
の
で
な
け
れ
ば
問
題
は
な
い
と
い
う
の
が
、

(29) 

そ
の
結
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
二
点
を
中
心
と
す
る
法
改
正
の
基
本
構
想
の
大
筋
を
ま
と
め
た
労
働
省
は
、
同
年
一

0
月
、
身
体
障
害
者

雇
用
審
議
会
に
対
し
て
「
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
と
安
定
の
た
め
に
講
ず
べ
き
今
後
の
対
策
に
つ
い
て
」
を
諮
問
し
た
。

促
進
し
、

こ
れ
に
対
し
て
、
同
年
―
二
月
、
同
審
議
会
は
次
の
よ
う
な
内
容
の
答
申
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
を
飛
躍
的
に

そ
の
安
定
を
図
る
た
め
に
は
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
改
正
等
を
行
い
、
①
現
行
の
雇
用
努
力
義
務
を
改
め
、
そ
の
法
的

義
務
を
強
化
す
る
こ
と
、
②
重
度
身
体
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
を
図
る
こ
と
、
③
雇
用
率
の
適
用
単
位
を
、
現
行
の
事
業
所
単
位
か
ら
企

業
単
位
に
改
め
る
こ
と
、
④
現
行
法
に
お
け
る
身
体
障
害
者
の
範
囲
を
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
そ
れ
に
合
致
さ
せ
る
こ
と
、
⑤
現
行
の
雇

こ
と
以
外
の
施
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
法
の
な
か
に
そ
れ
を
明
記
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、

用
率
の
改
訂
を
検
討
す
る
こ
と
、
⑥
事
業
、
王
の
共
同
拠
出
に
よ
る
身
体
障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
、
⑦
雇
用
関
係
に
人

っ
た
後
に
お
け
る
身
体
障
曹
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
、
事
業
主
の
雇
用
関
係
継
続
努
力
義
務
、
解
雇
の
事
前
届
出
義
務
、
心
身
障

害
者
雇
用
促
進
員
お
よ
び
職
業
生
活
相
談
員
の
選
任
義
務
を
定
め
る
こ
と
、
⑧
職
業
紹
介
、
職
業
訓
練
等
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
、
⑨

事
業
主
を
中
心
と
し
た
心
身
障
害
者
雇
用
促
進
団
体
の
育
成
強
化
を
図
る
こ
と
、
⑩
精
神
薄
弱
者
に
対
し
て
、
雇
用
率
の
対
象
に
含
め
る

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
労
働
省
は
、
以
上
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一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
と
し
て
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。

、_
J2
 

9

し ：̂
J‘ 

-
J
 
す
べ
て
の
障
害
者
の
雇
川
保
障
の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
様
々
の
レ
ベ
ル
で
の
運
動
を
進
め
て
い
た
障
害
者
関
係
諸
団
体
は
、
法

一
九
七
六
年
二
月
、
「
身
体
障
曹
者
雇
用
促
進
法
改
正
を
す
す
め
る
会
」
を
結
成
し
た
。
同
結
成
大

会
は
、
全
国
で
国
会
請
願
洸
名
連
動
と
雇
用
促
進
連
動
を
進
め
る
こ
と
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
な
請
願
項
目
を
採
択
し
た
。

す
な
わ
ち
、
①
身
体
間
害
者
雇
用
促
進
法
を
「
障
専
者
雇
用
法
」
と
改
め
、
精
神
薄
弱
者
、
難
病
患
者
、
慢
性
吹
患
者
、

回
復
者
等
、

す
べ
て
の
障
害
者
を
雇
用
施
策
の
対
象
と
す
る
こ
と
、
②
雇
用
率
を
二
％
に
引
き
じ
げ
る
と
と
も
に
、

務
化
す
る
こ
と
、
③
雇
用
率
未
達
成
企
業
は
公
表
し
、

雇
用
納
付
金
額
は
常
川
労
働
者
の
平
均
賃
金
と
す
る
こ
と
、
④
障
曹
者
が
働
き
や

す
い
よ
う
に
、
施
設
・
設
備
の
改
善
を
図
る
こ
と
、
⑤
法
定
雇
用
率
以
卜
の
身
体
障
寓
者
を
屈
用
し
て
い
る
中
小
企
業
に
対
し
て
、
雇
用

奨
励
金
制
度
を
充
実
し
て
適
用
す
る
こ
と
、
⑥
各
種
職
業
訓
練
所
を
見
急
に
増
設
し
、
希
望
す
る
障
害
者
が
人
所
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

で
あ
っ
た
。

と
、
⑦
障
害
者
雇
用
に
あ
た
っ
て
は
、
国
お
よ
び
企
業
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
等
、

こ
の
よ
う
な
動
き
の
な
か
で
、
改
正
法
案
の
要
綱
を
作
成
す
る
に
い
た
っ
た
労
働
省
は
、
同
年
一
一
月
、

会
に
諮
問
し
、
妥
山
J

と
す
る
旨
の
答
巾
を
え
た
。

改
正
必
至
と
い
う
情
勢
を
ふ
ま
え
て
、

そ
の
後
、

雇
用
義
務
を
法
的
義

さ
ら
に
細
部
を
具
体
化
し
た
法
案
作
成
作
業
が
進
め
ら
れ
、
関
係
各
省
と
の

調
整
を
経
た
後
、
同
年
四
月
、
改
正
法
案
は
「
身
体
障
屯
口
者
雇
用
促
進
法
及
び
中
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
附
法
の

同
法
案
の
う
ち
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
改
正
に
関
す
る
部
分
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
現
行

の
雇
用
努
力
義
務
を
改
め
、
事
業
主
は
、
労
働
者
を
新
た
に
雇
い
入
れ
、

の
答
申
を
も
と
に
改
正
法
案
作
成
の
作
業
を
進
め
て
い
っ
た
。

ま
た
は
解
雇
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

障
害
者
の
数
が
雇
用
率
以
じ
で
あ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、

そ
の
雇
用
す
る
身
体

そ
の
法
的
義
務
を
強
化
す
る
、
②
雇
用
率
を

0
・
ニ
ポ
イ
ン

ト
ず
つ
引
き
上
げ
、
国
等
の
非
現
業
的
機
関
一
・
九
％
、
同
現
業
的
機
関
一
・
八
％
、
民
間
の
事
業
所
一
・
五
％
、
特
殊
法
人
一
・
八
％
、

こ
れ
を
身
体
障
専
者
雇
用
審
議

ハ
ン
セ
ン
氏
病

五
0
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作
成
ざ
れ
た
計
両
の
変
更
の
勧
告
ま
た
は
適
当
な
実
施
に
閃
し
従
わ
な
い
と
き
は
、

五 そ
の
旨
を
公
表
で
き

と
す
る
、
③
雇
用
率
の
適
用
単
位
を
企
業
単
位
に
改
め
る
、
④
雇
用
率
の
算
定
に
対
す
る
除
外
労
働
者
制
度
を
改
め
る
、
⑤
重
度
障
害
者

の
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
、
雇
用
率
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
重
度
障
害
者
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
上
の
一
・
ニ
級
に
相
当
す
る
障
害
者
）

一
人
を
も
っ
て
二
人
の
身
体
障
士
口
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
（
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
）
こ
と
と
す
る
、
⑥
事
業
主
の
雇
用
義
務
の
腹
行

を
確
保
す
る
た
め
、
労
働
大
臣
は
、
雇
用
率
未
達
成
の
事
業
、
E
に
対
し
て
雇
用
計
画
の
作
成
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
事
槃

る
こ
と
と
す
る
、
⑦
事
業
主
間
の
身
体
障
害
者
雇
用
に
伴
う
経
済
的
負
担
を
調
幣
す
る
と
と
も
に
、
身
体
障
害
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
に

対
す
る
助
成
、
援
助
を
行
う
た
め
、
事
業
主
の
共
同
拠
出
に
よ
る
身
体
障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
を
創
設
す
る
、
⑧
当
面
三

0
0人
以

L

の
常
用
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
か
ら
雇
用
率
未
達
成
の
身
体
障
古
者
数
に
応
じ
て
納
付
金
を
徴
収
し
、
雇
用
率
を
超
え
て
身
体
障
害

者
を
雇
用
し
て
い
る
事
業
主
（
常
用
労
働
者
三

0
0人
を
超
え
る
規
模
の
事
業
主
）

に
対
し
て
、

害
者
雇
用
促
進
法
の
規
定
の
一
部
を
精
神
薄
弱
者
に
対
し
て
準
用
な
い
し
適
用
す
る
等
、

そ
の
超
え
る
人
数
に
応
じ
て
身
体
障
害

者
雇
用
調
整
金
を
支
給
す
る
。
常
用
労
働
者
三

0
0人
以
下
の
規
模
の
事
業
主
で
一
定
数
以
上
の
身
体
障
害
者
を
雇
用
す
る
も
の
に
対
し

て
、
そ
の
超
え
る
人
数
に
応
じ
て
報
奨
金
を
支
給
す
る
。
ま
た
、
事
業
主
が
身
体
障
害
者
を
雇
用
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
、
設
備
の
設

樅
ま
た
は
整
備
等
に
要
す
る
代
用
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
各
種
の
助
成
金
を
支
給
す
る
、
⑨
労
働
大
臣
の
認
可
に

よ
る
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
協
会
を
設
立
し
、
身
体
障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
の
資
格
認
定
講
習
、
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
校
の
運
営
、

事
業
主
に
対
す
る
各
種
の
指
導
援
助
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
調
脊
研
究
等
、
の
業
務
を
行
わ
せ
る
、
⑩
事
業
主
に
、
身

体
障
害
者
を
一
定
数
以
卜
雇
用
す
る
事
業
所
に
身
体
障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
を
選
任
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
、
⑪
事
業
主
に
、
身
体

障
害
者
を
解
雇
す
る
場
合
は
そ
の
旨
を
公
共
職
業
安
定
所
長
に
届
け
出
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
、
⑫
身
体
障
害
者
の
範
囲
を
、
身
体
障
害

者
福
祉
法
上
の
身
体
障
害
者
の
範
囲
に
合
わ
せ
る
、
⑬
精
神
薄
弱
者
の
雇
用
の
促
進
に
必
要
な
措
附
が
講
じ
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
身
体
障

で
あ
っ
た
。
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団
体
等
に
よ
る
要
求
を
一
定
程
度
満
た
す
も
の
と
な
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
衆
参
両
院
の
各
関
係
委
員
会
で
審
議
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
主
に
、

CD身
体
障
害
者
の
雇
用
の
現
状
、
②
従
来

か
ら
の
身
体
障
害
者
雇
用
対
策
と
そ
の
実
施
状
況
、
③
身
体
障
害
者
雇
用
義
務
の
強
化
の
問
題
（
雇
用
率
の
引
き
上
げ
、
未
達
成
企
業
に

対
す
る
官
公
需
の
抑
制
等
）
‘
④
納
付
金
制
度
の
性
格
を
め
ぐ
る
問
題
、
⑤
身
体
障
害
者
の
解
雇
規
制
の
問
題
、
⑥
身
体
障
害
者
の
賃
金
問

題
（
最
低
賃
金
法
の
適
用
除
外
問
題
）
‘
⑦
事
業
主
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
る
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
協
会
の
設
立
を
め
ぐ
る
問
題
、
⑧

重
度
身
体
障
害
者
対
策
の
間
題
（
職
業
訓
練
、
適
職
の
開
発
等
）
‘
⑨
精
神
薄
弱
者
に
対
す
る
法
の
適
用
間
題
等
、
に
関
す
る
質
疑
を
中
心

に
審
議
が
な
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
の
委
員
会
に
お
い
て
も
、
全
会
一
致
で
原
案
ど
お
り
riJ
決
さ
れ
た
。
な
お
、
そ
れ
に
は
、
身
体
障
宵
者

の
雇
用
促
進
の
強
化
、
職
業
訓
紳
の
整
備
充
実
、
障
害
者
の
適
職
お
よ
び
作
業
補
助
具
の
研
究
開
発
の
促
進
、
職
業
安
定
所
の
充
実
と
機

能
の
強
化
等
に
努
力
す
る
旨
の
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
同
法
案
は
本
会
議
に
お
い
て
可
決
・
成
立
し
、
「
身
体
障
害
者
屈

用
促
進
法
及
び
中
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
と
し
て
、

公
布
、
同
年
一

0
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

9

9

 3
 

9

_

9

 

こ
の
よ
う
に
し
て
改
正
さ
れ
た
身
体
障
宵
者
雇
用
促
進
法
は
、
①
事
業
主
に
対
す
る
身
体
障
害
者
の
雇
用
義
務
を
、
努
力
義
務
か

ら
法
的
義
務
へ
と
強
化
し
た
こ
と
、
②
雇
用
率
の
改
正
を
政
令
に
委
ね
る
と
と
も
に
、

率
の
適
用
単
位
を
企
業
単
位
と
し
た
こ
と
、
④
一
定
の
条
件
の
下
で
は
あ
る
が
、
雇
用
率
未
達
成
企
業
を
公
表
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
と
、

⑤
雇
用
納
付
金
制
度
を
創
設
し
た
こ
と
、
⑥
重
度
身
体
障
害
者
に
対
す
る
法
適
用
を
具
体
化
し
た
こ
と
等
の
点
に
お
い
て
、
障
害
者
関
係

し
か
し
、

そ
れ
は
、

そ
の
率
を
一
定
程
度
引
き
上
げ
た
こ
と
、
③
雇
用

な
お
い
く
つ
か
の
重
要
な
間
題
を
か
か
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
①
法
に
韮
づ
く
雇
用
促
進
施
策
の
対
象
と
な
る

障
害
者
は
、
原
則
と
し
て
身
体
障
害
者
福
祉
法
卜
の
「
身
体
障
害
者
」
に
該
当
す
る
者
に
限
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
以
外
の
障
害
者
は
な
お

施
策
の
対
象
外
に
お
か
れ
て
い
る
、
②
増
大
す
る
障
害
者
の
数
お
よ
び
そ
の
雇
用
の
実
状
に
照
ら
し
て
み
る
と
、

わ
ず
か

0
・
ニ
ポ
イ
ン

一
九
七
六
年
五
月
二
八
日

五
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わが国における障't-1者雇用促進法の歴史（山田）

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ト
程
度
の
雇
用
率
の
引
き
上
げ
で
は
不
十
分
で
あ
る
、
③
雇
用
率
達
成
を
担
保
す
る
手
段
の
一
っ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
雇
用
率

未
達
成
企
業
の
公
表
制
度
が
、

五

一
九
七
七
年
の
四
七
・

そ
の
目
的
を
十
分
に
達
成
し
得
る
よ
う
な
内
容
に
は
な
っ
て
い
な
い
、
④
雇
用
率
達
成
を
担
保
す
る
た
め

の
い
ま
―
つ
の
手
段
で
あ
る
雇
用
納
付
金
の
単
価
が
月
額
わ
ず
か
↓

1

一
万
円
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
雇
用
率
達
成
よ
り
も
納
付
金
の
納
人
で
済

ま
そ
う
と
す
る
事
業
主
が
多
く
な
り
か
ね
な
い
、
⑤
雇
用
関
係
に
入
っ
た
後
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
の
制
度
的
保
障
が
き
わ
め
て
不

ト
分
で
あ
り
、

と
り
わ
け
、
障
寅
者
に
と
っ
て
深
刻
な
間
題
で
あ
る
解
屈
か
ら
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
納
付
金
徴
収
と
の
関
わ
り
で
解
雇

の
届
出
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
⑥
本
来
公
的
機
関
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
職
業
訓
錬
校
の
運
営
が
、
事
業
主
の
み
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
協
会
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
等
、
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
行
政
当
局
者
の
言
を
借
り
て
い
え
ば
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
は
、
そ
の
制
定
以
来
実
に
一
六
年
ぶ
り
に
、
「
身
体

4
 

障
害
者
の
雇
用
対
策
の
飛
躍
的
前
進
を
期
し
て
」
、
「
雇
用
義
務
の
強
化
、
納
付
金
制
度
の
創
設
と
い
う
画
期
的
内
容
を
も
っ
た
」
「
抜
本
的

な
改
正
」
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
う
し
た
意
気
込
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
後
の
身
体
障
害
者
の
一
雇
用
状
況
を
み
る
と
一
向
に

好
転
す
る
気
配
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
一
般
の
民
間
企
業
全
体
の
平
均
的
雇
用
率
の
推
移
で
み
る
と
、
法
定
雇
用
率
は
一
・
五
％

一
几
七
七
年
の
一

・
O九
％
か
ら
一
九
八

0
年
の
一
・
一
三
％
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
雇
用
率
が
達
成
さ
れ

な
い
ま
ま
で
の
ほ
ぼ
横
ば
い
状
態
が
続
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
雇
用
率
未
達
成
企
業
の
平
均
率
の
推
移
は
、

％
か
ら
一
九
八
0
年
の
四
八
•
四
％
へ
と
い
う
よ
う
に
、
着
実
に
増
加
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

ま
た
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
状
況
を
企
業

規
模
別
に
み
る
と
、
そ
の
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
実
雇
用
率
は
低
く
な
り
、
雇
用
率
未
達
成
の
割
合
が
高
く
な
る
と
い
う
相
変
わ
ら
ず

の
傾
向
が
み
ら
れ
た
。

ま
た
、
障
害
の
程
度
別
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
の
割
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
障
害
が
屯
く
な
る
程
扉
用
率
は
低
く
な
る
傾
向

が
み
ら
れ
る
と
と
も
に
、
企
業
規
模
が
大
き
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
屯
度
障
害
者
の
雇
用
率
が
低
く
な
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
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(6) 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
国
際
障
寅
者
年
を
次
年
に
控
え
た
一
九
八

0
年
四
月
、

5
 

日
本
精
神
薄
弱
者
育
成
会
は
連
名
で
、
心
身
仰
苫
者
の
能
力
開
発
お
よ
び
雇
用
の
安
定
を
図
る
等
の
た
め
に
、
雇
用
納
付
金
制
度
に
よ
る

助
成
金
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
身
体
間
害
者
屈
川
促
進
法
を
改
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
「
雇
用
促
進
対
策
に
関
す
る
要
望
内
し

を
政
府
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
各
方
面
に
提
出
し
た
。
ま
た
、
同
年
八
月
に
は
、
国
際
障
害
者
年
日
本
推
進
協
議
会
も
、
政
府
に
対
す
る

「
国
際
障
専
者
年
を
迎
え
る
に
背
た
っ
て
の
要
切
主
」
内
の
な
か
で
、
重
度
障
害
者
の
た
め
の
職
種
、
作
業
用
機
器
の
研
究
・
開
発
の
怖
化
、

保
護
雇
用
・
在
宅
雇
用
制
度
の
創
設
、
障
害
者
の
職
業
紹
介
制
度
の
充
実
に
加
え
て
、

大
を
図
る
こ
と
を
要
硝
し
た
。

こ
う
し
た
要
惰
を
受
け
て
、
同
年
―
一
月
、
身
体
障
実
者
、

金
制
度
に
韮
づ
く
助
成
金
の
拡
充
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
「
身
体
障
出
口
者
屈
川
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
議
員
提
案

に
よ
り
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
同
法
案
は
、
第
七
ー
1

回
臨
時
国
会
に
お
い
て
全
会
一
致
で
llJ
決
・
成
立
し
、
同
年
―
二
月
二
五
日
、
「
身
体

障
害
者
雇
用
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
と
し
て
公
布
、
施
行
さ
れ
た
。

雇
用
納
付
金
制
度
に
韮
づ
く
助
成
金
と
し
て
、
①
重
度
障
轡
者
等
の
通
勤
を
容
易
に
す
る
こ
と
そ
の
他
障
曹
の
種
類
ま
た
は
程
度
に
応
じ

た
適
正
な
雇
用
管
理
を
実
施
す
る
事
業
主
に
対
し
て
支
給
す
る
助
成
金
、
②
心
身
障
宵
者
の
能
力
を
開
発
し
、
向
卜
さ
せ
る
た
め
の
教
育

訓
練
を
行
う
事
業
主
、
学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
等
、

た
め
の
措
附
を
行
う
事
業
主
に
対
し
て
支
給
す
る
助
成
金
、
③
心
身
障
害
者
の
雇
用
に
つ
い
て
事
業
、
下
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
一
般
の
罪

解
を
高
め
る
た
め
の
啓
発
活
動
を
行
う
事
業
主
団
体
に
対
し
て
支
給
す
る
助
成
金
、

と
こ
ろ
で
、

お
よ
び
、

日
本
身
体
閻
苫
者
団
体
連
合
会
お
よ
び
全

雇
用
納
付
金
制
度
に
よ
る
助
成
措
府
の
対
象
の
拡

と
り
わ
け
重
度
障
古
者
の
屈
用
の
促
進
と
安
定
を
図
る
た
め
、
屈
用
納
付

そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
ら
の
教
育
訓
練
に
対
す
る
心
身
障
害
者
の
受
講
を
容
易
に
す
る

を
創
設
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
七
ぃ
ハ
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
雇
用
率
は
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
、

そ
の
割
合
の
推
移
を
勘
案
し
て
政
令
で

定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
国
際
障
害
者
年
で
あ
る
一
九
八
一
年
は
そ
の
見
直
し
を
行
う
べ
き
年
に
あ
た
っ
た
。
そ
こ
で
、
労
働
省

五
四
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五
五

一
九

は
同
年
九
月
、
身
体
障
害
者
雇
用
審
議
会
に
対
し
、
①
身
体
障
害
者
雇
用
率
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
、
②
身
体
障
害

者
雇
用
納
付
金
の
単
価
を
現
行
三
万
円
か
ら
四
万
円
に
改
め
る
、
③
身
体
障
害
者
雇
用
調
整
金
の
単
価
を
現
行
一
万
四
千
円
か
ら
一
一
万
円

に
改
め
る
こ
と
、
④
報
奨
金
の
単
価
を
現
行
八

r円
か
ら
一
万
円
に
改
め
る
こ
と
を
、

そ
の
内
容
と
す
る
「
身
体
障
害
者
雇
用
納
付
金
の

額
の
改
訂
等
に
つ
い
て
」
を
諮
間
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
同
審
議
会
は
、
雇
用
納
付
金
等
の
額
の
改
訂
に
関
す
る
諮
間
案
を
お
お
む
ね
妥

％
と
す
る
と
と
も
に
、
雇
用
率
に
つ
い
て
も
、
民
間
企
党
の
半
数
近
く
が
い
ま
だ
雇
川
率
未
達
成
で
あ
る
と
い
う
現
状
に
あ
っ
て
は
、
現

行
雇
用
率
の
完
全
達
成
に
努
め
る
こ
と
が
先
行
す
べ
き
課
題
で
あ
る
こ
と
等
を
理
由
に
、
当
面
は
現
行
雇
用
率
ど
お
り
に
据
え
樅
く
こ
と

が
妥
当
と
す
る
旨
の
答
申
を
行
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
月
、
上
記
諮
問
案
ど
お
り
の
内
容
の
政
令
が
公
布
さ
れ
、

一
九
八
三
年
に
人
る
と
、
次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
、
再
度
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
て
き
た
。
す
な

一
九
八
三
年
三
月
に
政
府
に
提
出
さ
れ
た
臨
時
行
政
調
脊
会
（
い
わ
ゆ
る
土
光
臨
調
）

次
答
申
—
最
終
答
T

」
が
、
特
殊
法
人
等
の
整
理
合
理
化
の
一
環
と
し
て
、
従
来
雇
用
促
進
事
業
団
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
雇
用
納

付
金
関
係
業
務
を
身
体
障
害
者
屈
用
促
進
協
会
に
全
血
的
に
移
管
す
べ
き
旨
の
指
摘
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
同
法
の
改
正
が
必
要
と

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
九
七
六
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
上
の
身
体
障
士
口
者
の
範
囲
は
身
体
障

害
者
福
祉
法
上
の
そ
れ
に
合
致
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

八
二
年
に
人
り
、
厚
生
省
が
身
体
障
害
者
の
範
間
の
改
正
を
含
む
身
体
障
実

者
福
祉
法
の
一
部
改
正
法
案
の
作
成
作
業
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
に
伴
い
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法

L
の
そ
れ
に
つ
い
て
も
同
様

の
改
正
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
納
付
金
関
係
業
務
の
移
管
お
よ
び
身
体
即
古
の
範
間
の
改
正
を
内
容
と
す
る
改
正
法
案
の
要
綱
を
作
成
し
た
労
働
省
は
、

こ
れ
を
身
体
障
害
者
雇
用
審
議
会
に
諮
間
し
、
妥
中
J

と
す
る
旨
の
答
申
を
え
た
。
そ
の
後
、
細
部
を
具
体
化
さ
れ
た
改
J
法
案
は
、

わ
ち (7)

ヽ

1
)
i
‘
 

―
-

l

>

 

‘
ま
一
）
よ
、

し
、
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t

の
「
行
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改
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第
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か
ら
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行
さ
れ
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。
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八
四
年
三
月
、
「
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
と
し
て
第
一
〇
一
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
同
法
案
は
、
全
会

一
致
で
可
決
・
成
立
し
、
同
年
六
月
二
五
日
、
「
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
と
し
て
公
布
さ
れ
、
身
体
障
古
の

範
囲
に
つ
い
て
の
一
部
改
正
は
同
年
一

0
月
一
日
か
ら
、

ら
施
行
さ
れ
た
。

は
こ
れ
を
身
体
即
曹
者
雇
用
促
進
協
会
に
行
わ
せ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
業
務
の
適
正
な
連
営
を
確
保
す
る
た
め
同
協
会
の
組
織
お
よ
び

体
制
に
関
し
規
定
の
整
備
を
行
う
、
②
従
来
法
律
で
定
め
て
い
た
障
害
に
加
え
、
新
た
に
政
令
で
定
め
る
障
害
で
、
永
続
し
、

常
生
活
が
著
し
い
制
限
を
受
け
る
程
度
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
身
体
障
害
の
範
間
に
加
え
る

麻
腸
の
機
能
の
障
害
を
身
体
障
害
に
加
え
る
）
、

な
お
、

（
具
体
的
に
は
、

ば
う
こ
う
又
は

ま
た
、
納
付
金
関
係
業
務
に
つ
い
て
の
二
部
改
正
は
一
几
八
五
年
四
月
一
日
か

そ
の
概
要
は
、
①
雇
用
促
進
事
業
団
が
実
施
し
て
い
た
雇
用
納
付
金
関
係
業
務
を
政
府
が
行
う
こ
と
と
し
、
労
働
大
臣

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
い
た
。

A

J

、

1

力

-

ー

す
な
わ
ち
、
①
政
府
は
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
率
達
成
指
導
の
推
化

に
努
め
、
著
し
く
雇
用
率
が
低
く
改
善
の
努
力
に
欠
け
る
と
認
め
ら
れ
る
企
業
に
つ
い
て
は
、
企
業
名
の
公
表
制
度
の
活
用
に
つ
い
て
ト

分
に
検
討
す
る
こ
と
、
②
障
害
の
種
類
、
特
性
に
応
じ
た
諸
対
策
の
推
進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
紹
介
、

指
導
体
制
の
充
実
・
強
化
を
図
る
こ
と
、
③
障
害
者
の
就
職
後
の
定
着
指
導
等
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
努
め
る
こ
と
、
④
産
業
構
造
の
変

化
に
対
応
し
た
新
た
な
障
害
者
の
職
域
開
発
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
障
害
者
の
実
情
に
即
応
し
た
職
業
訓
練
体
制
の
充
実
に
努
め
る

こ
と
、
⑤
精
神
薄
弱
者
の
雇
用
の
促
進
と
安
定
を
図
る
た
め
の
条
件
整
備
対
策
を
充
実
す
る
と
と
も
に
、
雇
用
率
の
適
用
問
題
に
つ
い
て

検
討
を
進
め
る
こ
と
、
⑥
納
付
金
関
係
業
務
が
的
確
に
遂
行
さ
れ
る
よ
う
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
協
会
を
十
分
指
導
す
る
こ
と
等
、

あ
っ
た
。

で

五
六
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前
章
で
み
た
よ
う
な
三
度
に
わ
た
る
身
体
障
害
者
屈
川
促
進
法
の
改
正
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

り

そ

の

後

の

身

体

障

害

者

を

は

じ

め

と

'
,
L
 

-
1
.
 

す
る
即
t
ぃ
者
の
刷
用
状
況
は
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
一
般
民
間
企
業
の
場
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
雇
用
さ
れ
て

い
る
身
体
障
害
者
の
総
数
は
、
国
際
障
害
者
年
で
あ
っ
た
一
九
八
一
年
の
一
四
万
五
千
人
か
ら
一
九
八
六
年
の
一
七
万
人
へ
と
い
う
よ
う

に
、
年
々
わ
ず
か
ず
つ
な
が
ら
も
増
加
し
て
は
い
た
も
の
の
、
同
六
年
間
の
平
均
的
屈
用
率
の
伸
び
は
、

へ
と
い
う
よ
う
に
、

五
七

わ
ず
か

0
・
O
八
ポ
イ
ン
ト
に
と
ど
ま
り
頭
打
ち
の
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
国
連
・
障
害
者
の
一

0
年」

の
中

間
点
に
あ
た
っ
た
一
九
八
七
年
に
は
、
前
年
に
比
べ
て
〇

・
0
1
ポ
イ
ン
ト
減
少
す
る
と
い
う
事
態
を
招
来
す
る
ま
で
に
な
り
、
法
定
雇

用
率
を
達
成
す
る
に
は
未
だ
ほ
ど
遠
い
状
況
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
雇
用
率
末
達
成
企
業
の
平
均
率
の
推
移
を
み
る
と
、
上
記
六
年
間
は
、

一
九
八
0
年
の
四
八
•
四
％
よ
り
約
一1

ポ
イ
ン
ト
減
の
四
六
％
台
で
横
ば
い
状
態
を
続
け
て
い
た
が
、
一
九
八
七
年
に
は
前
年
に
比
べ

O
·

八
ポ
イ
ン
ト
増
の
四
七

・
O％
と
な
り
、
再
び
増
加
す
る
気
配
を
ホ
し
は
じ
め
た
。

ま
た
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
状
況
を
企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
従
来
と
同
様
に
、
企
業
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
実
雇
用
率
は
低
く
な

り
、
雇
用
率
未
達
成
の
割
合
が
高
く
な
る
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
た
。

四、

さ
ら
に
、
障
害
の
程
度
別
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
の
割

合
に
つ
い
て
み
て
も
、
障
害
が
屯
く
な
る
ほ
ど
そ
の
雇
用
率
は
低
く
な
る
と
と
も
に
、
企
業
規
模
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
屯
度
障
害
者

の
雇
用
率
が
低
く
な
る
と
い
う
従
来
ど
お
り
の
傾
向
が
相
変
わ
ら
ず
み
ら
れ
た
。

②
こ
う
し
た
従
来
か
ら
の
課
題
で
あ
る
障
宵
者
の
新
規
屈
川
の
困
難
さ
と
い
う
問
題
に
加
え
て
、
近
年
、
障
害
者
の
離
職
の
増
加
、

労
災
被
災
者
を
は
じ
め
と
す
る
企
業
在
職
中
に
障
古
者
と
な
っ
た
者
の
継
続
雇
用
・
職
場
復
帰
の
困
難
さ
と
い
っ
た
問
題
が
顕
著
に
み
ら

身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
か
ら
障
害
者
雇
用
促
進
法
へ

-
．
―
八
％
か
ら

．
―
-
六
％
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れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
従
来
の
屈
川
の
安
定
に
関
す
る
施
策
の
が
十
分
さ
が
明
ら
か
と
な
り
、

題
も
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
き
た
。

③
と
こ
ろ
で
、
精
神
油
喝
者
に
対
し
て
も
屈
用
率
制
度
を
適
川
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
間
類
は
、
身
体
障
苫
者
雇
用
促
進
法
制
定
以

来
の
大
き
な
間
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
じ
六
年
の
「
抜
本
的
」
改
正
に
際
し
て
も
、
①
雇
川
に
適
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
定

が
困
難
で
あ
る
、
②
適
職
の
間
発
が
進
ん
で
い
な
い
、
③
職
業
適
応
、
職
業
訓
純
に
多
く
の
時
間
と
労
力
を
要
す
る
、
④
社
会
生
活
指
祁

把
握
も
現
状
で
は
不

1
分
で
あ
る
こ
と
布
を
罪
由
に
、
精
神
薄
弱
者
に
つ
い
て
直
ち
に
、
身
体
障
古
者
と
同
様
に
雇
用
率
制
度
お
よ
び
納

付
金
制
度
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
し
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
精
神
対
閲
者
に
対
す
る
屈
用
年
制
度
の
適
用
間
題
は
将
来
の
検
討
諜

こ
う
し
た
状
況
の
ド
、
国
際
仰
古
者
年
日
本
推
進
協
議
会
は
、

い
て
、
身
体
悴
古
者
屈
川
促
進
法
の
抜
本
的
改
正
と
雇
川
促
進
対
策
の
推
化
を
提
ば
し
た
が
、
そ
の
中
で
、
と
く
に
障
専
者
の
範
旧
に
つ

い
て
は
、
精
神
油
弱
者
を
は
じ
め
精
神
仰
古
、
て
ん
か
ん
、
難
病
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
閻
士
口
を
も
つ
者
も
法
の
対
象
と
す
べ
き
こ
と
を

明
確
に
指
摘
し
た
。
ま
た
、
一
九
八
四
年
一

1

月
に
は
、
全
日
本
精
神
薄
弱
者
育
成
会
が
、
精
神
薄
弱
者
に
も
雇
川
率
制
度
を
適
用
す
べ
く
、

そ
の
方
法
論
等
に
つ
い
て
旱
氣
に
具
体
的
な
検
討
に
着
手
し
、
そ
の
実
現
を
図
る
べ
き
旨
の
要
望
内
を
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
。
さ
ら
に
、

要
切
靡
青
」
を
提
出
し
、

そ
の
抜
本
的
充
実
と
い
う
間

一
九
八
一
年
に
策
定
し
た
「
国
際
仰
専
者
年
・
長
期
行
動
叶
画
」
に
お

同
年
四
月
に
は
、
全
国
精
神
岡
寅
者
家
朕
連
合
会
が
、
初
め
て
労
働
大
臣
に
対
し
て
〗
精
神
閏
害
（
回
復
）
者
の
職
業
対
策
に
つ
い
て
の

そ
の
な
か
で
、
精
神
齢
害
（
回
復
）
者
に
も
雇
用
率
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
、
労
働
省
は
一
九
八
四
年
五
月
に
、
職
業
安
定
局
長
の
私
的
諮
間
機
関
と
し
て
「
精
神
薄
弱
者
雇
用
対
策

題
と
し
て
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

る
「
掘
り
起
こ
し
」
や
ロ
レ
ッ
テ
ル
は
り
」
）
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
、

⑥
精
神
薄
弱
者
に
閃
す
る
二
伊
的
な
定
義
は
な
く
、

そ
の
実
態

等
の
面
で
特
別
の
配
附
を
必
要
と
す
る
、

⑤
一
般
に
就
労
し
て
い
る
精
神
薄
弱
者
に
つ
い
て
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
間
題

（
い
わ
ゆ

五
八

11 :3・4 512(香法'92)



わが国におけるI罪甚者刷用促進法の歴史（山田）

る
よ
う
に
す
る
た
め
、

,
1
,
 

4
 

9

_
し

を
対
象
と
し
、

五
九

一
九
八
三
年

研
究
会
」
を
発
足
さ
せ
、
雇
用
率
制
度
の
適
用
に
向
け
て
の
条
件
整
備
対
策
の
進
め
方
お
よ
び
同
制
度
を
適
用
す
る
場
合
の
間
題
点
と
そ

の
対
応
策
等
に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
て
い
っ
た
。
同
研
究
会
は
、
翌
年
六
月
に
「
今
後
の
精
神
薄
弱
者
雇
用
対
策
の
在
り
方
」
と
題
す

る
報
告
書
を
提
出
し
た
が
、
雇
用
率
制
度
適
用
の

nI否
に
つ
い
て
は
賛
否
両
論
を
紹
介
す
る
に
と
ど
ま
り
、

害
者
雇
用
審
議
会
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
切
主
ま
し
い
と
し
た
。
こ
の
た
め
、
雇
用
率
制
度
適
用
問
題
の
検
討
は
身
体
障
古
者
屈
用

審
議
会
の
場
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
詞
審
議
会
は
、

の
報
告
書
を
ふ
ま
え
て
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
怠
見
書
を
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
精
神
薄
弱
者
に
つ
い
て
は
現
在
直
ち

に
刷
用
義
務
を
課
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
将
来
、
精
神
薄
弱
者
の
屈
川
に
伴
う
諸
間
題
が
解
決
さ
れ
て
い
く
こ

と
等
に
対
応
し
な
が
ら
検
討
す
べ
き
で
あ
る
、
②
現
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
精
神
薄
弱
者
に
つ
い
て
は
、
現
行
雇
用
率
制
度
卜
、
実
雇
用
率

を
算
定
す
る
に
あ
た
り
身
体
障
害
者
一
人
に
相
門
す
る
も
の
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
調
整
金
、
報
奨
金
の
支

ヽ

さ
ら
に

1
L
¥
4

、f
七
ー
、

ー
ノ
ー
／

1
ノ
／
I

ー
ー

こ
の
間
題
の
検
討
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
小
委
員
会

給
の
対
象
に
加
え
る
よ
う
に
す
る
、
③
障
古
者
全
般
の
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
、
障
害
の
種
類
、
程
度
に
応
じ
た
対
策
の
強
化
、
職
業
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
体
制
の
弛
化
等
、
総
合
的
な
障
曹
者
対
策
の
強
化
、
充
実
を
図
る
よ
う
検
討
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
だ
。

一
九
八
六
年
五
月
．
二
五
口
に
は
、
全
日
本
精
神
簿
弱
者
育
成
会
よ
り
国
会
に
捉
出
さ
れ
て
い
た
「
粕
神
油
弱
者
に
対
す
る
屈

用
率
制
度
の
適
用
と
廂
用
の
拡
大
に
関
す
る
請
願
」
が
、
衆
参
両
院
に
お
い
て
採
決
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

以
卜
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
身
体
障
専
者
屈
用
促
進
法
の
改
正
は
避
け
ら
れ
な
い
市
柄
と
な
っ
て
い
た
。

一
方
、
国
際
的
な
動
向
を
み
る
と
、
身
体
障
害
者
は
も
と
よ
り
精
神
薄
弱
者
や
精
神
障
曹
者
等
を
含
む
す
べ
て
の
種
類
の
障
屯
口
者

か
つ
、
総
合
的
な
内
容
を
打
す
る
屈
用
対
策
を
採
る
こ
と
が
国
際
的
な
流
れ
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

に
開
催
さ
れ
た
第
六
九
阿
I
L
O
総
会
は
、
国
際
即
古
者
年
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
「
障
中
ぃ
者
が
、
雇
用
さ
れ
及
び
地
域
社
会
に
統
合
さ
れ

こ
れ
ら
の
間
由
口
者
の
機
会
及
び
待
遇
の
均
等
を
確
保
す
る
」
た
め
の
新
し
い
国
際
的
韮
準
と
し
て
、
「
職
業
リ
ハ
ビ

こ
の
間
題
の
検
討
は
身
体
障
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体
障
害
者
雇
用
審
議
会
に
諮
問
し
た
が
、
同
審
議
会
は
、
障
害
の
種
類
、
程
度
に
応
じ
た
対
策
の
充
実
強
化
、
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

こ
れ
を
妥
当
と
す
る
旨
の
答
申
を
行
っ
だ
。
そ
の
後
、
細
部
を
具
体
化
さ
れ
た
改
正

法
案
は
、
同
年
二
月
、
「
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
と
し
て
第
一
〇
八
回
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
当
時
、

ン
の
推
進
に
努
め
る
よ
う
要
望
を
付
し
た
う
え
で
、

そ
こ
で
、
労
働
省
は
、

一
九
八
六
年
七
月
に
労
働
大
臣
に
対
し
提
出
さ
れ
て
い
た
身
体
障
害
者
雇
用
審
議
会
の
意
見
書
を
も
と
に
、
改
正

法
案
の
作
成
作
業
を
進
め
て
い
っ
た
。
改
正
法
案
の
要
綱
を
ま
と
め
る
に
い
た
っ
た
労
働
省
は
、

(5) 
で
あ
っ
た
第
四
一
一
阿
国
連
総
会
で
は
、
各
同
に
お
け
る
「
間
害
者
に
関
す
る
世
昇
行
動
壮
両
」

て
い
だ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
際
的
な
関
係
か
ら
も
、
身
体
間
専
者
雇
川
促
進
法
の
改
正
は
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
な
情
勢
に
よ
り
、
政
府
は
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
を
抜
本
的
に
改

lE
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

^

1

、

そ
の
ー

一
九
八
七
年
は

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
屈
用
（
障
害
者
）
に
関
す
る
条
約
」
（
第
一
五
九
号
条
約
）

の
条
約
お
よ
び
勧
告
は
、

す
べ
て
の
障
害
者
を
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
対
象
と
す
る
と
い
う
点
で
は
一
九
五
五
年
の
第
九
九
号
勧

告
と
同
様
で
あ
っ
た
が
、
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
「
障
害
者
が
適
喝
な
屈
用
に
つ
き
、

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
と
い
う
従
来
か
ら
の
目
的
に
加
え
て
、

「
口
連
・
障
由
口
者
の
一

0
年」

際
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
八
七
年
一
月
、

こ
れ
に
つ
い
て
身

お
よ
び
同
勧
告
（
第
一
六
八
号
勧
告
）
を
採
択
し
た
。

か
つ
、
そ
れ
を
継
続
す

：
そ
れ
（
適
当
な
雇
用
）
に
お
い
て
向
じ
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
並
び
に
そ
れ
に
よ
り
障
害
者
の
社
会
へ
の
統
合
又
は
再
統
合
を
促
進
す
る
こ
と
」
を
新
た
に
付
け
加
え
た
点
に
お
い
て
、

第
九
九
号
勧
告
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
わ
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
障
害
者
の
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
コ
ン
に
つ
い
て

は
、
す
べ
て
の
種
類
の
障
専
者
を
対
象
と
し
、
雇
用
の
口
直
的
拡
大
だ
け
で
な
く
、
質
の
面
に
お
い
て
も
高
め
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
が
国

の
中
間
年
に
↓
l

た
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
同
年
九
月
か
ら
開
催
さ
れ
る
予
定

の
実
施
状
況
が
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

六
〇

こ
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国
会
は
売
上
税
問
題
で
紛
糾
し
て
お
り
、
十
分
な
討
論
が
行
わ
れ
る
時
間
は
な
か
っ
た
が
、
同
法
案
は
全
会
一
致
で
可
決
・
成
立
し
、
六

月
一
日
、
「
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。

な
お
、

r 
/¥ 

そ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
①
雇
用
率
達
成
指
導
の
強
化
に
努
め
、
障
害
者
の
雇
用

に
消
極
的
な
企
業
に
つ
い
て
は
、
企
業
名
の
公
表
制
度
の
活
用
に
つ
い
て
も
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
、
②
重
度
の
障
害
者
の
雇
用
の
促
進

が
図
ら
れ
る
よ
う
、
障
害
の
種
類
・
程
度
に
応
じ
た
諸
対
策
の
充
実
強
化
に
努
め
る
こ
と
、
③
障
害
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
、
就

職
後
の
定
着
指
導
等
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
努
め
る
こ
と
、
④
公
共
職
業
安
定
所
、
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
職
業
訓
練
校
等
に

お
け
る
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
体
制
の
整
備
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
る
こ
と
、
⑤
精
神
薄
弱
者
の
雇
用
の
促
進
を
図
る
た
め

で
あ
っ
(
?

の
条
件
整
備
を
引
き
続
き
推
進
す
る
と
と
も
に
、
精
神
障
害
者
等
の
雇
用
に
関
し
調
在
研
究
に
努
め
る
こ
と
等
、

⑥
以
上
の
よ
う
な
背
景
と
経
過
の
下
に
制
定
さ
れ
た
「
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
に
基
づ
く
改
正
の
主

な
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

①
法
の
対
象
が
身
体
障
害
者
か
ら
精
神
薄
弱
者
、
精
神
障
害
者
を
含
む
す
べ
て
の
障
害
者
へ
拡
大
さ
れ
た
こ
と
、

ま
た
、
従
来
の
雇
用

促
進
の
施
策
に
加
え
、
雇
用
の
安
定
の
た
め
の
施
策
が
充
実
強
化
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴
っ
て
、
法
の
題
名
が
「
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
ら
れ
た
。

②
法
の
対
象
が
障
害
者
全
般
に
拡
大
さ
れ
た
こ
と
、
障
害
者
の
雇
用
の
安
定
の
た
め
の
施
策
が
充
実
強
化
さ
れ
た
こ
と
、
職
業
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
規
定
が
新
た
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
等
に
伴
っ
て
、
法
の
目
的
が
「
身
体
障
害
者
の
雇
用
義
務
等
に
基
づ
く
雇
用

の
促
進
の
た
め
の
措
置
、
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
措
置
そ
の
他
障
害
者
が
そ
の
能
力
に
適
合
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
等
を
通
じ
て

職
業
生
活
に
お
い
て
自
立
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
総
合
的
に
講
じ
、
も
っ
て
障
害
者
の
職
業
の
安
定
を
図
る
こ
と
」
に
改

め
ら
れ
た
。
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な
お
、
身
体
障
害
者
雇
川
率
は
、

一
九
八
七
年
八
月
二
五
日
の
政
令
に
韮
づ
き
、

一
九
八
八
年
四
月
一
日
か
ら
0
•

一
ポ
イ
ン
ト
引
き

日
か
ら
、

そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
九
八
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
、

現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

③
障
害
者
の
雇
川
対
策
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
理
念
と
し
て
、
「
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
は
、
経
済
社
会
を
構
成
す
る
労
働

者
の
一
員
と
し
て
、
職
業
生
活
に
お
い
て
、

そ
の
能
力
を
発
揮
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
の
規
定
が
新
た
に
設
け
ら
れ

④
障
専
者
の
職
業
的
自
立
を
促
進
す
る
た
め
の
職
業
指
導
、
職
業
訓
錬
、
職
業
紹
介
等
の
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る
た

め
、
こ
れ
を
法
的
に
位
附
づ
け
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
関
係
す
る
規
定
の
整
備
（
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
原
則
に
関
す
る
規
定
、

公
共
職
業
安
定
所
等
が
行
う
措
償
に
関
す
る
規
定
、
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
定
）
等
が
行
わ
れ
た
。

⑤
い
わ
ゆ
る
子
会
社
に
係
る
身
体
閻
害
者
屈
用
率
制
度
お
よ
び
身
体
障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
の
適
用
上
の
特
例
に
関
す
る
規
定
が
設

⑥
身
体
即
古
者
雇
用
率
制
度
お
よ
び
身
体
障
害
者
屈
川
納
付
金
卜
の
精
神
薄
弱
者
の
取
り
扱
い
が
変
更
さ
れ
、
現
に
雇
用
さ
れ
て
い
る

精
神
薄
弱
者
に
つ
い
て
は
、
屈
用
率
制
度
の
適
用
じ
、
実
屈
用
率
を
算
定
す
る
に
あ
た
り
精
神
薄
弱
者
の
数
を
身
体
障
害
者
の
数
に
相
↓
l

す
る
も
の
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
納
付
金
制
度
の
適
用

t
も
、
身
体
障
害
者
雇
用
調
整
金
お
よ

⑦
雇
用
後
に
、
労
働
災
専
、
交
通
事
故
等
の
た
め
に
障
古
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
中
途
障
宵
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た

め
に
、
巾
業
ヽ
じ
が
作
業
施
設
等
の
改
善
、
職
場
復
帰
の
た
め
必
要
な
職
場
適
応
措
償
等
の
措
憤
を
講
ず
る
場
合
に
支
給
さ
れ
る
障
害
者
屈

用
継
続
助
成
金
制
度
が
創
設
さ
れ
た
等
、

以
上
が
改
正
の
概
要
で
あ
る
が
、

で
あ
る
。

そ
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
雇
用
継
続
助
成
金
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
一
九
八
七
年
七
月
一

び
報
奨
金
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
こ
。

け
ら
オ
ナ

こ。t
 

r. 

ノ‘
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テ
ー
シ
ョ
ン
の
日
的
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、

玉

い
う
の
が
実
際
で
あ
る
。
そ
の
怠
味
か
ら
い
え
ば
、

r -

ノ‘

へ
と
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る

わ
が
国
の
障
害
者
屈
用
促
進
法
は
、
法
制
定
後
二
七
年
日
に
し
て
よ
う
や
く
、
「
障
害

il去
こ
よ
、

』

r|
‘
l
t
t
 
な
お
吊
緑
に
改
善
さ
れ
る
べ
き
い
く
つ
か
の
重
要
な
間
類
が
残
さ
れ
て
い
る
と

で
あ
る
。

対
象
を
す
べ
て
の
障
宵
者
に
拡
大
し
た
こ
と
、

内
容
を
備
え
る
よ
う
に
な
り
は
じ
め
た
、

わ
が
国
の
障
害
者
屈
用
促
進
法
も
、

以
卜
、
障
貨
者
屈
用
促
進
法
の
歴
史
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
最
後
に
朽
干
の
ま
と
め
を
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

上
げ
ら
れ
、
官
公
庁
（
非
現
業
）

二
．

0
％
、
同
（
現
業
）

一
・
九
％
、
民
間
企
業
一

一
九
八
七
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、

•
六
％
、
特
殊
法
人
一
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
。

よ
う
や
く
障
害
者
の
雇
用
保
障
に
関
わ
る
中
核
的
法
と
し
て
の

と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
行
政
当
局
者
か
ら
す
れ
ば
、
今
回
の
法
改
正
の
内
容
は
「
精

神
薄
弱
者
の
雇
用
率
制
度
上
の
取
扱
い
を
改
め
る
な
ど
多
く
の
新
し
い
施
策
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
中
で
も
、
法
律
の

い
わ
ゆ
る
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
を
障
害
者
雇
用
に
関
す
る
基
本
的
理
念
と
し

て
定
め
た
こ
と
、
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
法
律
上
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
国
が
こ
れ
を
推
進
す
る
も
の
と
し
た
こ
と
は
、
障
害
者

訪）

雇
用
対
策
を
理
念
及
び
具
体
的
施
策
の
両
面
に
お
い
て
飛
躍
的
に
進
展
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
る
。
」
、
と
評
価
さ
れ
る
所
以

し
か
し
、
「
障
害
者
が
適
当
な
雇
用
に
就
き
、
そ
れ
を
継
続
し
、
か
つ
、
そ
れ
に
お
い
て
向
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
並

び
に
そ
れ
に
よ
り
間
古
者
の
社
会
へ
の
統
合
又
は
再
統
合
を
促
進
す
る
」
と
い
う
、

者
の
屈
用
保
障
法
」
と
な
り
う
る
出
発
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、

I
L
o
第
一
五
九
号
条
約
に
お
け
る
職
業
リ
ハ
ビ
リ

と
み
る
の
が
妥
刈
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
今
後
の
課
題
は
、
障
害
者
雇
用
促
進
法
を
「
障
害
者
の
雇
用
保
障
法
」

11-3•4·517(香法'92)
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(
l
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

(71) 

(
8
)
 

(
9
)
 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

が
ヽ

8
』

拙
稿
]
因
中
口
者
の
屈
用
保
防
ー
法
と
屈
用
間
題
—
~
」
•
佐
藤
進
舶

原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

T
h
e
y
(
d
i
s
a
b
l
e
d
 

中
村
健
ニ
・
皆
川

IE
治
・
小
出
進
編
的
C

精
神
簿
弱
者
の
就
労
ll

、
一
五
頁
参
照
。

児
島
又
津

f
糾
C

障
古
者
屈
川
制
度
の
確
立
を
め
ざ
し
て
＼
二
ニ
二
頁
参
照
。

同
L
内
、
一
三
一
．
＾
貞
参
照
。

遠
藤
政
夫
五
身
体
間
害
者
．
雇
用
促
進
仏
の
罪
詢
と
解
説
＼
：
二
：
戸
貝
参
照
。

加
藤
博
臣
．
f

塚
直
樹
編
五
叶
古
者
糾
祉
駐
礎
資
料
l
成
」
、
＾
・
ニ
―
―

~
\
1

・

1
.
1四貞
参
照
。

遠
藤
前
掲
内
⑥
、
二
四
＼
：
一
五
貞
参
照
。

同
上
茸
口
、
：
こ
五
頁
参
照
。

酋
時
の
雇
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
児
島
前
褐
内
山
、
ニ
ニ
五
頁
参
照
。

児
島
芙
沖

r
．
貞
田
是
・
秦
安
雄
編
玉
呼
害
者
と
社
会
保
障
0

、
ニ
一
六
頁
参
照
。

同

t申
r
、
一
ー
ニ
一
玉
貝
参
照
。

本
勧
告
の
原
文
で
は
、

J

う
し
た
誤
訳
が
生
じ
た
背
景
お
よ
び
そ
の
影
評

「
身
体
障
害
」

9

現
代
社
会
福
祉
法
人
門
」
・
:
―
―
]
貞
。

p
e
r
s
o
n
s
)
 
h
a
v
e
 t
h
e
 
right, 
a
c
c
o
r
d
i
n
g
 
to 
their 
capabilities, 
to 

e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 o
r
 to 
e
n
g
a
g
e
 in 
a
 useful. 
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
 a
n
d
 r
e
m
u
n
e
r
a
t
i
v
e
 o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
 a
n
d
 to j
o
i
n
 t
r
a
d
e
 u
n
i
o
n
s
.
 

e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 a
r
e
 s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
 r
e
d
u
c
e
d
 a
s
 a
 result o
f
 p
h
y
s
i
c
a
l
 o
r
 m
e
n
t
a
l
 i
m
p
a
i
r
m
e
n
t
.
」

労
働
省

の
公
式
訳
で
は
、
そ
の
題
名
が
「
身
体
障
告
者
の
職
業
更
牛
に
関
す
る
勧
告
」
と
、
あ
え
て
訳
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
勧
告
本
文
に
お
い
て
も
、
原

文
で
は
「

p
h
y
s
i
c
a
l
」「

m
e
n
t
a
l
」

が

明

確

に

使

い

分

け

ら

れ

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

と

一

本

化

し

て

訳

さ

れ

た

ま

ま

、

今
日
に
い
た
っ
て
い
る
（
労
働
省
編
了
↓

L
o条
約
・
勧
告
集

に
つ
い
て
目
及
し
た
も
の
と
し
て
、
『
精
神
保
健
実
践
講
座

)
よ
、

し

て

|

「

t
h
e
t
e
r
m
 "
d
i
s
a
b
l
e
d
 
p
e
r
s
o
n
"
 
m
e
a
n
s
 a
n
 i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
w
h
o
s
e
 p
r
o
s
p
e
c
t
s
 
o
f
 
s
e
c
u
r
i
n
g
 
a
n
d
 r
e
t
a
i
n
i
n
g
 
s
u
i
t
a
b
l
e
 

と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

機
会
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、

現
行
法
上
の
間
題
点
を
検
討
し
、

す
べ
て

第
五
版
」
、
八
一
九
頁
以
下
参
照
）
。

二
九

0
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

s
e
c
u
r
e
 

そ
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

六
四

a
n
d
 r
e
t
a
i
n
 

こ
の
点
に
つ
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一
巻
一
号
、

五
頁
参
照
。

八

0
頁
参
照
。

^

9

頁
参
照
。

四
＼
五
頁
参
照
。

六
五

(14)
労
働
省
編

e
I
L
o
条
約
・
勧
告
集
第
五
版
」
、
八
一
九
＼
八
二
三
貞
参
照
。

(15)
手
塚
直
樹
・
松
井
亮
輔
砧
回
害
者
の
雇
用
と
就
労
』
、
二
九
頁
参
照
。

(16)
児
島
前
掲
書
④
、
ニ
ニ
九
頁
参
照
。

(17)
白
井
普
太
郎
「
障
害
者
雇
用
対
策
の
理
論
と
解
説
八
五
二
貞
参
照
。

(18)
児
島
前
掲
書
④
、
一
．
三

□

貝
参
照
。

(19)
占
本
哲
夫
「
身
体
障
士
口
者
雌
用
促
進
法
改

IE
運
動
の
経
過
ピ
課
題
l

玉
障
専
者
間
題
研
究
し
第
八
号
、

(29)
加
藤
・
手
塚
編
前
掲
内
⑦
、
三
四
四
＼
三
四
じ
頁
参
照
。

(21)
同
じ
茸
り
、
二
四
七
＼
．
一
四
八
貞
参
照
。

(22)
拙
稿
「
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
間
題
点
と
そ
の
課
題

(K)
」
五
障
中
ぃ
者
問
題
研
究
」
第
四
五
号
、

(23)
以
下
の
数
値
は
、
労
働
省
「
民
間
事
業
所
に
お
け
る
身
体
障
宵
者
雇
用
状
況
調
在
」
に
よ
る
。

(24)
遠
藤
前
掲
書
⑥
、
四
三

S
四
五
貞
参
照
。

(25)
労
働
省
前
掲
調
在
四
に
よ
る
。

(26)
こ
う
し
た
障
害
発
生
の
社
会
的
背
景
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
真
田
是
・
加
藤
薗
子
「
現
代
日
本
に
お
け
る
障
害
発
生
の
社
会
的
背
景
」
因
門
学
と
思
想
」

第
四
二
号
、
二
頁
以
ド
が
あ
る
。

(27)
拙
稿
「
障
害
者
雇
用
保
障
の
法
的
課
題
に
つ
い
て

m」
玉
香
川
法
学
」

(28)
吉
本
前
掲
論
文
⑲
、
四
＼
六
頁
参
照
。

(29)
白
井
前
掲
書
仰
、
八
八
貞
参
照
。

(30)
遠
藤
前
掲
書
⑥
、
八
一
＼
八
四
頁
参
照
。

五
）
占
本
前
掲
論
文
⑲
、
九
頁
参
照
。

(32)
遠
藤
前
掲
書
⑥
、
八
九
頁
参
照
。

(33)
伺

t
内
、
八
九
＼
九

0
頁
参
照
。

社
）
拙
稿
前
掲
論
文
図
、
ヒ
貞
参
照
。

(35)
惰
月
：
一
郎
C

改
正
身
体
障
害
者
刷
用
促
進
法
の
解
説
と
手
続
』
、
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(36) 

（
打
）

(38) 

（
閲
）

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 

(56) 

゜

に
よ
る

以
ド
の
数
仙
は
、
「
労
働
省
職
業
安
定
り
集
壮
」
に
よ
る
。

労
働
省
が
一
几
じ
八
年
―

0
月
に
行
っ
た
「
身
体
障
古
者
等
就
業
実
態
調
査

(ii業
所
調
府
）
結
果
の
概
要
」

日
本
精
神
薄
弱
者
伽
祉
連
盟
編
C

精
神
博
弱
者
間
題
白
内
一
九
八

0
年
版
」
、
二
九
四
＼
二
九
五
貞
参
照
。

M
ヒ
程
口
、
一
~
九
丘
＼
二
九
七
貞
参
照
。

白
井
前
掲
淋
間
、

!o:
．
貞
参
照
。

同

t
得
、
一
一
九
＼
―
―
パ

0
貞
参
照
。

同
K
韮口、

1

七
．
＿
貞
参
照
。

同
じ
耗
口
、
／
七
h
貞
参
照
。

同
じ
程
1

、
―
じ
九
＼
↓
八

0
頁
参
照
。

以
ド
の
数
伯
は
、
「
労
働
省
職
業
安
定
り

1llf」
に
よ
る
。

白
Jt前
掲
手
晶
叩
、
二
：
九
頁
参
照
。

M
t内
、
一

;oo頁
参
照
。

大
谷
強
「
障
屯
口
者
屈
用
促
進
法
八
じ
年
改

IE
の
評
価
と
間
題
点
」
五
ぃ
会
問
題
研
究
」

1

・
一
七
巻
．
一
号
、
七
六
貞
参
照
。

白
井
前
掲
書
間
、

]-O-
＿
頁
参
照
。

大
谷
前
掲
論
文
⑱
、
七
七
頁
参
照
。

白
井
前
掲
韮
1

間
、
―

:o:~\ 

1
0
六
貞
参
照
。

同
じ
れ
1

、
二

0
八
＼
ご
―
一
頁
参
照
。

同
条
約
お
よ
び
勧
告
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
①
大
山
博
「

I
L
O
の
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
コ
ン
に
関
す
る
条
約
、
勧
告
の
意
義
ー

五
丈
盃
労
働
研
究
」

1

・
三
巻
一
二
•
四
号‘
:
0
五
頁
以
ド
、
②
同
「
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
国
際
労
働
珪
準
と
わ
が
国
に
お
け
る
認
義
」
・
秋
田
成

就
編
『
国
際
労
働
雄
準
と
わ
が
国
の
社
会
法
」
、
ー
ニ
ニ
貝
以
ド
が
あ
る
。

大
山
同
上
①
論
文

‘
1
0
五
頁
参
照
。

白
井
前
掲
内
仰
、
ニ
―
五
頁
参
照
。

白
井
同
卜
内
、
ニ
一
七
＼
ニ
―
八
貞
参
照
。

六
六
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わが国における障宵者刷用促進法の歴史（山田）

(57) 

(58) 
白
井
同

t
内、

二
貞
参
照
。

障
害
者
雇
用
促
進
法
の
問
題
点
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
松
林
和
夫
●
労
働
権
と
屈
用
保
障
」
、
二

0
六
貞
以
下
、

六
七

お
よ
び
、
大
谷
前
掲
論
文
⑱
が
あ
る
。
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